
告 示

�愛媛県告示第８５１号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条の規定により、医療

機関を次のように指定した。

令和元年１２月２４日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第８５２号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条の規定により指定し

た医療機関を次のように廃止した旨の届出があった。

令和元年１２月２４日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第８５３号
次の地籍調査の結果は、国土調査法（昭和２６年法律第１８０号）第

１９条第２項の規定に基づき国土調査の成果として認証したから、同

条第４項の規定に基づき次のとおり公告する。

令和元年１２月２４日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 地籍調査の実施者、地域、調査期間及び成果の名称

実施者 地 域 調 査 期 間 成果の名称

大洲市 宇津の一部等２
単位区域

平成２８年度から
平成３０年度まで

大洲市（宇津の一
部）の地籍図及び
地籍簿

２ 認証年月日

令和元年１２月２４日

�������
�愛媛県告示第８５４号
次の森林を保安林予定森林にする旨の通知を受けたから、森林法

（昭和２６年法律第２４９号）第３０条の規定により告示する。

令和元年１２月２４日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 保安林予定森林の所在場所

上浮穴郡�万高原町柳井川字永野３３２６、３３２７、３３２８、３３３１の２、
３３３２、３３３４

２ 指定の目的

土砂の崩壊の防備

３ 指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 主伐は、択伐による。

発 行 愛 媛 県
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○ 道路の区域変更（県道八倉松前線）…………………………………………………………………………………………………………（ 〃 ）…８３５
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○ 建設業者の許可の取消し………………………………………………………………………………………………………………………（南予地方局管理課）…８３６

○ 道路の区域変更（県道一本松城辺線）……………………………………………………………………………………………（南予地方局愛南土木事務所）…８３６

人事委員会規則

○ 職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則………………………………………………………………………（人事委員会事務局）…８３６

○ 期末手当及び勤勉手当の支給等に関する規則の一部を改正する規則……………………………………………………………………（ 〃 ）…８４０

選挙管理委員会告示

○ 不在者投票のできる施設の指定の一部改正……………………………………………………………………………………………………（選挙管理委員会）…８４１

医療機関の名称 医療機関の所在地 指定年月日

あ き 歯 科 医 院 四国中央市妻鳥町１６９５番
地１ 令和元年１０月１日

米 田 歯 科 俵 津 診 療 所 西予市明浜町俵津３番耕
地２２８番地 令和元年１１月１日

宇 摩 調 剤 薬 局 四国中央市中之庄町１６８４
番地の７ 令和元年１２月１日

医療機関の名称 医療機関の所在地 廃止年月日

あ き 歯 科 医 院 四国中央市妻鳥町１６９５番
地１ 令和元年９月３０日

満 石 歯 科 医 院 東温市南方４５１ 令和元年１０月３１日

毎週（火・金）曜日発行 第６７号 令和元年１２月２４日

令和元年１２月２４日火曜日 第６７号
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イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以

上のものとする。

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を愛媛県庁及び�万
高原町役場に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第８５５号
測量法（昭和２４年法律第１８８号）第３９条において準用する同法第

１４条第１項の規定に基づき、松山河川国道事務所長から次のとおり

公共測量を実施する旨の通知があった。

令和元年１２月２４日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 作業種類 公共測量（用地測量）

２ 作業期間 令和元年１２月２３日から

令和２年１月３１日まで

３ 作業地域 愛媛県上浮穴郡�万高原町地内

�������
�愛媛県告示第８５６号
測量法（昭和２４年法律第１８８号）第３９条において準用する同法第

１４条第１項の規定に基づき、新居浜市長から次のとおり公共測量を

実施する旨の通知があった。

令和元年１２月２４日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 作業種類 公共測量（３級基準点）

２ 作業期間 令和２年１月６日から

令和２年３月２７日まで

３ 作業地域 新居浜市本郷一丁目、中村一丁目

�愛媛県告示第８５７号
次のとおり愛媛県証紙売りさばき人が指定されたので、愛媛県証紙条例（昭和３９年愛媛県条例第８号）第５条第３項の規定により告示す

る。

令和元年１２月２４日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第８５８号
河川法（昭和３９年法律第１６７号）第１７条第１項の規定により、堤防と道路との兼用工作物の管理の方法について、次のとおり協議が成立

した。

その関係図書は、愛媛県庁及び中予地方局建設部に備え置いて縦覧に供する。

令和元年１２月２４日

愛媛県中予地方局長 尾 � 幸 朗

１ 河川の名称、河川管理施設の名称又は種類、河川管理施設の位置並びに管理を行う者の氏名及び住所

河 川 の 名 称 河川管理施設の
名称又は種類 河 川 管 理 施 設 の 位 置 管理を行う者の氏名及び住所

二級河川大川水系�
万川 �万川右岸堤防 松山市太山寺町甲７２１番６地先から松山市太山寺町甲８７６番６地先まで 道路管理者 松山市長

松山市二番町四丁目７番地２

２ 管理の内容

� 道路専用施設（路面（路盤までの部分を含む。）、路肩、道路の附属物その他の専ら道路の管理上必要な施設又は工作物で、別図に

茶色で着色したものをいう。以下同じ。）の新設（道路の附属物に係るものに限る。）、改築、維持又は修繕

� 路肩に接する法面で、別図に緑色に着色した区域内のものについての維持

� 原則として、道路専用施設に係る災害復旧

３ 管理の期間

令和元年１２月２４日から道路の存続する日まで

�愛媛県告示第８５９号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、中予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和元年１２月２４日

愛媛県知事 中 村 時 広

指定
番号

売 り さ ば き 人
売 り さ ば き 所 指 定 年 月 日

住 所 氏 名 又 は 名 称

四第
５号

四国中央市三島中央３丁目５番２１号 宇摩教育用品有限会社 四国中央市三島中央３丁目５番２１号 令和元年１２月９日

愛 媛 県 報令和元年１２月２４日 第６７号
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人事委員会規則

�愛媛県告示第８６０号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、中予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和元年１２月２４日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第８６１号
建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２９条第１項第４号の規定に基づき、次のとおり建設業者の許可を取り消した。

令和元年１２月２４日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第８６２号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局愛南土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和元年１２月２４日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県人事委員会規則７―１２２４
職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則を次のように定める。

令和元年１２月２４日

愛媛県人事委員会委員長 安 藤 潔

職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 八倉松前線
伊予郡松前町大字鶴吉６５９番１１から

同大字６５７番７まで

旧 １７．０～２６．５ ０．０３０

新 １７．０～２４．７ ０．０３０

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 八倉松前線
伊予郡松前町大字鶴吉６５９番９から

同大字６５７番７まで
令和元年１２月２６日

許 可 番 号 許 可
年月日 商 号 又 は 名 称 代表者氏名 主たる営業所の所在地 取 消

年月日
取 り 消 し た
建 設 業 の 種 類

取消しの原因
となった事実

（般－１）第１７４１５号 令和元年
１１月２６日 �長浜機設 福岡 信一 大洲市長浜甲５８１－１ 令和元年

１１月６日 しゅんせつ工事業 建設業の廃止
（一部）

（般－２９）第２０４２号 平成２９年
１１月２４日 谷野建設 谷岡 末好 八幡浜市八代８９－２ 令和元年

１１月７日 建築工事業 建設業の廃止
（法人成り）

（般－２７）第１０８３０号 平成２７年
５月１８日 森田建築 森田 正 喜多郡内子町大字立山９０

２
令和元年
１１月２０日 建築工事業 建設業の廃止

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 一本松城辺線
南宇和郡愛南町上大道１０３０番地先から

同町上大道１０５５番まで

旧 ４．５～１６．０ ０．２５３

新 ７．０～１６．２ ０．２５３

〃 〃
南宇和郡愛南町上大道１０５５番から

同町上大道１０６５番まで

旧 ５．７～８．０ ０．１５４

新 ５．７～８．０
７．０～１１．５

０．１５４
０．１４０

愛 媛 県 報令和元年１２月２４日 第６７号
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職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則（愛媛県人事委員会規則７―４３）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

別表第３３（第２２条関係）

昇格時号給対応表

１・２ 省略

３ 研究職給料表昇格時号給対応表

別表第３３（第２２条関係）

昇格時号給対応表

１・２ 省略

３ 研究職給料表昇格時号給対応表

昇格した日の

前日に受けて

いた号給

昇格後の号給 昇格した日の

前日に受けて

いた号給

昇格後の号給

２級 ３級 ４級 ５級 ２級 ３級 ４級 ５級

１～６６ 省略 １～６６ 省略

６７ ３２ ２５ 省略 ６７ ３２ ２６ 省略

６８ 省略 ６８ 省略

６９ ３３ ２６ 省略 ６９ ３３ ２７ 省略

７０ ３３ ２６ 省略 ７０ ３３ ２７ 省略

７１ ３４ ２７ 省略 ７１ ３４ ２８ 省略

７２ ３４ ２７ 省略 ７２ ３４ ２８ 省略

７３ ３５ ２７ 省略 ７３ ３５ ２９ 省略

７４ ３５ ２８ 省略 ７４ ３５ ２９ 省略

７５ ３６ ２８ 省略 ７５ ３６ ３０ 省略

７６ ３６ ２８ 省略 ７６ ３６ ３０ 省略

７７ ３７ ２９ 省略 ７７ ３７ ３１ 省略

７８ ３７ ３０ 省略 ７８ ３８ ３１ 省略

７９ ３８ ３１ 省略 ７９ ３９ ３２ 省略

８０ ３８ 省略 ８０ ４０ 省略

８１ ３９ 省略 ８１ ４１ 省略

８２ ３９ 省略 ８２ ４１ 省略

８３ ４０ 省略 ８３ ４２ 省略

８４ ４０ 省略 ８４ ４２ 省略

８５ ４１ 省略 ８５ ４３ 省略

８６ ４２ 省略 ８６ ４３ 省略

８７ ４３ 省略 ８７ ４４ 省略

８８・８９ 省略 ８８・８９ 省略

９０ ４５ 省略 ９０ ４６ 省略

９１ ４６ 省略 ９１ ４７ 省略

９２ ４６ 省略 ９２ ４８ 省略

９３ ４７ 省略 ９３ ４９ 省略

９４ ４７ 省略 ９４ ５０ 省略

９５ ４８ 省略 ９５ ５１ 省略

９６ ４８ 省略 ９６ ５２ 省略

９７ ４９ 省略 ９７ ５３ 省略

９８ ５０ 省略 ９８ ５３ 省略

９９ ５１ 省略 ９９ ５４ 省略

１００ ５２ 省略 １００ ５４ 省略

愛 媛 県 報令和元年１２月２４日 第６７号
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１０１ ５３ 省略 １０１ ５５ 省略

１０２ ５４ 省略 １０２ ５５ 省略

１０３ ５５ 省略 １０３ ５６ 省略

１０４～１０６ 省略 １０４～１０６ 省略

１０７ ５７ 省略 １０７ ５８ 省略

１０８ 省略 １０８ 省略

１０９ ５８ 省略 １０９ ５９ 省略

１１０ ５８ 省略 １１０ ５９ 省略

１１１ ５９ 省略 １１１ ６０ 省略

１１２ ５９ 省略 １１２ ６０ 省略

１１３ ５９ 省略 １１３ ６１ 省略

１１４ ６０ 省略 １１４ ６１ 省略

１１５ ６０ 省略 １１５ ６１ 省略

１１６ ６０ 省略 １１６ ６２ 省略

１１７ ６１ 省略 １１７ ６２ 省略

１１８ ６１ 省略 １１８ ６２ 省略

１１９ ６２ 省略 １１９ ６３ 省略

１２０ ６２ 省略 １２０ ６３ 省略

１２１ 省略 １２１ 省略

４ 医療職給料表�昇格時号給対応表 ４ 医療職給料表�昇格時号給対応表

昇格した日の前日

に受けていた号給

昇格後の号給 昇格した日の前日

に受けていた号給

昇格後の号給

２級 ３級 ４級 ２級 ３級 ４級

１～４５ 省略 １～４５ 省略

４６ ２５ 省略 ４６ ２６ 省略

４７ ２６ 省略 ４７ ２７ 省略

４８ ２６ 省略 ４８ ２８ 省略

４９ ２７ 省略 ４９ ２８ 省略

５０ ２７ 省略 ５０ ２８ 省略

５１ 省略 ５１ 省略

５２ ２８ 省略 ５２ ２９ 省略

５３～５５ 省略 ５３～５５ 省略

５６ ２９ 省略 ５６ ３０ 省略

５７～５９ 省略 ５７～５９ 省略

６０ ３０ 省略 ６０ ３１ 省略

６１～６３ 省略 ６１～６３ 省略

６４ ３１ 省略 ６４ ３２ 省略

６５～９７ 省略 ６５～９７ 省略

５ 医療職給料表�昇格時号給対応表 ５ 医療職給料表�昇格時号給対応表

昇格した日

の前日に受

けていた号

給

昇格後の号給 昇格した日

の前日に受

けていた号

給

昇格後の号給

２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級

１～７０ 省略 １～７０ 省略

７１ ４１ 省略 ７１ ４２ 省略
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７２ 省略 ７２ 省略

７３ ４２ 省略 ７３ ４３ 省略

７４ ４２ 省略 ７４ ４３ 省略

７５ ４３ 省略 ７５ ４４ 省略

７６ ４３ 省略 ７６ ４４ 省略

７７ ４３ 省略 ７７ ４５ 省略

７８ ４４ 省略 ７８ ４５ 省略

７９ ４４ 省略 ７９ ４５ 省略

８０ ４４ 省略 ８０ ４６ 省略

８１ ４５ 省略 ８１ ４６ 省略

８２ ４５ 省略 ８２ ４６ 省略

８３ ４６ 省略 ８３ ４７ 省略

８４ ４６ 省略 ８４ ４７ 省略

８５～１１３ 省略 ８５～１１３ 省略

６ 省略

７ 中学校・小学校教育職員給料表昇格時号給対応表

６ 省略

７ 中学校・小学校教育職員給料表昇格時号給対応表

昇格した日の前日

に受けていた号給

昇格後の号給 昇格した日の前日

に受けていた号給

昇格後の号給

２級 ３級 ４級 ２級 ３級 ４級

１～５８ 省略 １～５８ 省略

５９ ４５ 省略 ５９ ４６ 省略

６０ 省略 ６０ 省略

６１ ４６ 省略 ６１ ４７ 省略

６２ ４６ 省略 ６２ ４７ 省略

６３ ４７ 省略 ６３ ４８ 省略

６４ ４７ 省略 ６４ ４８ 省略

６５ ４７ 省略 ６５ ４９ 省略

６６ ４８ 省略 ６６ ４９ 省略

６７ ４８ 省略 ６７ ５０ 省略

６８ ４８ 省略 ６８ ５０ 省略

６９ ４９ 省略 ６９ ５１ 省略

７０ ５０ 省略 ７０ ５１ 省略

７１ ５１ 省略 ７１ ５２ 省略

７２～９０ 省略 ７２～９０ 省略

９１ ６１ 省略 ９１ ６２ 省略

９２ 省略 ９２ 省略

９３ ６２ 省略 ９３ ６３ 省略

９４ ６２ 省略 ９４ ６３ 省略

９５ ６３ 省略 ９５ ６４ 省略

９６ ６３ 省略 ９６ ６４ 省略

９７ ６３ 省略 ９７ ６５ 省略

９８ ６４ 省略 ９８ ６５ 省略

９９ ６４ 省略 ９９ ６５ 省略

１００ ６４ 省略 １００ ６５ 省略

１０１～１０３ 省略 １０１～１０３ 省略
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附 則

この規則は、令和２年４月１日から施行する。

�愛媛県人事委員会規則７―１２２５
期末手当及び勤勉手当の支給等に関する規則の一部を改正する規則を次のように定める。

令和元年１２月２４日

愛媛県人事委員会委員長 安 藤 潔

期末手当及び勤勉手当の支給等に関する規則の一部を改正する規則

期末手当及び勤勉手当の支給等に関する規則（愛媛県人事委員会規則７―２０４）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

１０４ ６５ 省略 １０４ ６６ 省略

１０５ ６５ 省略 １０５ ６６ 省略

１０６ ６５ 省略 １０６ ６６ 省略

１０７ ６５ 省略 １０７ ６６ 省略

１０８～１１０ 省略 １０８～１１０ 省略

１１１ ６６ 省略 １１１ ６７ 省略

１１２ ６６ 省略 １１２ ６７ 省略

１１３ ６６ 省略 １１３ ６７ 省略

１１４ ６６ 省略 １１４ ６７ 省略

１１５～１１７ 省略 １１５～１１７ 省略

１１８ ６７ 省略 １１８ ６８ 省略

１１９ ６７ 省略 １１９ ６８ 省略

１２０ ６７ 省略 １２０ ６８ 省略

１２１ ６７ 省略 １２１ ６８ 省略

１２２～１２４ 省略 １２２～１２４ 省略

１２５ ６８ 省略 １２５ ６９ 省略

１２６～１５７ 省略 １２６～１５７ 省略

７の２・７の３ 省略

８ 高等学校等教育職員給料表昇格時号給対応表

７の２・７の３ 省略

８ 高等学校等教育職員給料表昇格時号給対応表

昇格した日の前日

に受けていた号給

昇格後の号給 昇格した日の前日

に受けていた号給

昇格後の号給

２級 ３級 ４級 ２級 ３級 ４級

１～７３ 省略 １～７３ 省略

７４ ４１ 省略 ７４ ４２ 省略

７５ ４２ 省略 ７５ ４３ 省略

７６ ４２ 省略 ７６ ４４ 省略

７７ ４３ 省略 ７７ ４５ 省略

７８ ４３ 省略 ７８ ４５ 省略

７９ ４４ 省略 ７９ ４６ 省略

８０ ４４ 省略 ８０ ４６ 省略

８１ ４５ 省略 ８１ ４７ 省略

８２ ４６ 省略 ８２ ４７ 省略

８３ ４７ 省略 ８３ ４８ 省略

８４～１５３ 省略 ８４～１５３ 省略
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選挙管理委員会告示

附 則

１ この規則は、公布の日から施行する。

２ 改正後の期末手当及び勤勉手当の支給等に関する規則第１４条第１項及び第２項の規定は、令和元年１２月１日から適用する。

�愛媛県選挙管理委員会告示第４６号
不在者投票のできる施設の指定（平成２２年２月愛媛県選挙管理委員会告示第９号）の一部を次のように改正する。

令和元年１２月２４日

愛媛県選挙管理委員会委員長 大 塚 岩 男

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（勤勉手当の成績率）

第１４条 法第２８条の４第１項、第２８条の５第１項又は第２８条の６第

１項若しくは第２項の規定により採用された職員（次条において

「再任用職員」という。）以外の職員の成績率は、当該職員の職

務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づ

き、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号

に定める割合の範囲内を基本として、任命権者が定めるものとす

る。ただし、任命権者は、その所属の職員給与条例第１９条の４第

１項又は教育職員給与条例第１９条の４第１項の職員が著しく少数

であること等の事情により、第１号及び第２号に定める成績率に

よることが著しく困難であると認める場合には、別段の取扱いを

することができる。

� 勤務成績が特に優秀な職員 １００分の１１７．５以上１００分の１９５以

下（職員給与条例第１９条第２項に規定する特定幹部職員（以下

この条及び次条において「特定幹部職員」という。）にあつて

は、１００分の１４１．５以上１００分の２３５以下）

� 勤務成績が優秀な職員 １００分の１０６以上１００分の１１７．５未満

（特定幹部職員にあつては、１００分の１２７以上１００分の１４１．５未

満）

� 勤務成績が良好な職員 １００分の９４．５（特定幹部職員にあつ

ては、１００分の１１４．５）

� 勤務成績が良好でない職員 １００分の９４．５未満（特定幹部職

員にあつては、１００分の１１４．５未満）

２ 前項第１号の場合において、当該職員（特定幹部職員を除

く。）が業務成績の向上、能率の増進、発明考案等により、職務

上特に功績があり、表彰を受けた場合又はこれに準ずる場合の成

績率は、１００分の１９５とする。

３ 省略

（勤勉手当の成績率）

第１４条 法第２８条の４第１項、第２８条の５第１項又は第２８条の６第

１項若しくは第２項の規定により採用された職員（次条において

「再任用職員」という。）以外の職員の成績率は、当該職員の職

務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づ

き、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号

に定める割合の範囲内を基本として、任命権者が定めるものとす

る。ただし、任命権者は、その所属の職員給与条例第１９条の４第

１項又は教育職員給与条例第１９条の４第１項の職員が著しく少数

であること等の事情により、第１号及び第２号に定める成績率に

よることが著しく困難であると認める場合には、別段の取扱いを

することができる。

� 勤務成績が特に優秀な職員 １００分の１１２．５以上１００分の１８５以

下（職員給与条例第１９条第２項に規定する特定幹部職員（以下

この条及び次条において「特定幹部職員」という。）にあつて

は、１００分の１３６．５以上１００分の２２５以下）

� 勤務成績が優秀な職員 １００分の１０１以上１００分の１１２．５未満

（特定幹部職員にあつては、１００分の１２２以上１００分の１３６．５未

満）

� 勤務成績が良好な職員 １００分の８９．５（特定幹部職員にあつ

ては、１００分の１０９．５）

� 勤務成績が良好でない職員 １００分の８９．５未満（特定幹部職

員にあつては、１００分の１０９．５未満）

２ 前項第１号の場合において、当該職員（特定幹部職員を除

く。）が業務成績の向上、能率の増進、発明考案等により、職務

上特に功績があり、表彰を受けた場合又はこれに準ずる場合の成

績率は、１００分の１８５とする。

３ 省略

改 正 後 改 正 前

１ 病院 １ 病院

名 称 所 在 地 指定年月日 名 称 所 在 地 指定年月日

省略 省略

公立学校共済組合

三島医療センター

四国中央市中之庄町１６８４

－２

昭和２５年５月１日

省略 省略

２ 省略

３ 介護医療院

２ 省略
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名 称 所 在 地 指定年月日

介護医療院ほくと 大洲市東大洲５ 令和 年 月 日

４ 老人ホーム ３ 老人ホーム

名 称 種類 所 在 地 指定年月日 名 称 種類 所 在 地 指定年月日

省略 省略

養護老人ホーム大

洲市清和園

省略 養護老人ホーム大

洲市清和園

省略

介護付き有料老人

ホーム空海の里

有料老人

ホーム

大洲市柚木

７５２－１

令和 年 月 日

省略 省略

５ 省略

６ 省略

４ 省略

５ 省略

令和元年１２月２４日 発行
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